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記
号
の
説
明

内
＝
内
容
・
テ
ー
マ　
対
＝
対
象・定
員　
￥
＝
費
用・参
加
費　
持
＝
持
ち
物　
申
＝
申
し
込
み　
共
通
＝
催
し
名
、
代
表
者
の
名
前
（
ふ

り
が
な
）・
郵
便
番
号
・
住
所
・
電
話
番
号　
保
＝
有
料
保
育　
連
＝
連
続
で
参
加
が
必
要　
HP
＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　
DL
＝
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

証
明
書
か
学
生
証（
各
種
学
校
の
場
合
は

修
業
年
限
の
分
か
る
も
の
）を
持
っ
て
、

国
民
年
金
係

６
８
５
８
・
２

２
６
４

保
険
料
の
未
納
に
ご
注
意
を

　
国
民
健
康
保
険
や
介
護
保
険
、
後
期
高

齢
者
医
療
の
保
険
料
が
未
納
の
場
合
、
延

滞
金
を
加
算
し
、
督
促
状
や
催
告
書
を
発

交
通
事
故
な
ど
の

保
険
診
療
は
届
け
出
を

　
交
通
事
故
な
ど
で
第
三
者
か
ら
傷
害
を

受
け
、
国
民
健
康
保
険
を
使
っ
て
治
療
を

受
け
る
場
合
、
必
ず
事
前
に
保
険
給
付
課

へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い（
必
要
書
類
は
市
HP

で
DL
可
）。
治
療
費
は
原
則
、
加
害
者（
保

険
会
社
ほ
か
）が
負
担
し
ま
す
の
で
、
届

け
出
に
よ
り
市
が
一
時
的
に
立
て
替
え
て

支
払
い
、
後
日
加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

問
同
課

６
８
５
８
・
２
３
０

８学
生
は
国
民
年
金
保
険
料
学
生

納
付
特
例
が
利
用
で
き
ま
す

申
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の
、
在
学

国
民
年
金

年
金
請
求
手
続
き
な
ど
の
窓
口

受
付
時
間
の
延
長
と
休
日
開
設

時〈
延
長
〉月
曜
日（
祝
・
休
日
の
場
合
は

翌
開
所
日
）17
時
15
分
～
19
時 

〈
休
日
開

設
〉第
２
土
曜
日
９
時
30
分
～
16
時
。
要

予
約　
所
豊
中
年
金
事
務
所　
内
各
種
年

金
請
求
の
手
続
き
、
年
金
見
込
額
・
年
金

記
録
の
確
認
、
各
種
通
知
書
の
内
容
確
認

・
再
交
付
申
請
ほ
か　
申
基
礎
年
金
番
号

が
分
か
る
も
の
を
準
備
し
、
電
話
で
同
事

務
所

６
８
４
８
・
６
８
３
１

給
与
所
得
者
は
市
・
府
民
税
の

特
別
徴
収
税
額
の
確
認
を

　
市
・
府
民
税
の
特
別
徴
収
税
額
決
定
通

知
書
を
、
勤
務
先
を
通
じ
て
５
月
中
に
送

り
ま
す
。
同
通
知
書
に
記
載
の
税
額
は
、

市
・
府
民
税
に
お
け
る
定
額
減
税
分
を
反

映
し
た
金
額
で
す
。
ま
た
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
税
額
控
除
や
、
ふ
る
さ
と
納
税
な

ど
の
寄
付
金
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る

人
も
、
同
通
知
書
で
控
除
額
な
ど
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

税

課
税
明
細
書
は
確
定
申
告
・ 

登
記
申
請
資
料
に
使
え
ま
す

　
５
月
初
旬
に
送
付
す
る
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
納
税
通
知
書
に
課
税
明
細
書

を
同
封
し
て
い
ま
す
。
所
得
税
な
ど
事
業

用
経
費
の
確
定
申
告
や
不
動
産
の
登
記
申

請
資
料
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
固
定
資
産
税
課

６
８
５
８
・
２
１
５

０今
月
の
市
税
納
期
限

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第
１
期

分
、
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）全
期
分
の
納

期
限（
口
座
振
替
の
振
替
日
）は
、
５
月
31

日
㈮
で
す
。
納
期
限
ま
で
に
納
税
が
な
い

場
合
は
、
市
納
付
推
進
セ
ン
タ
ー
か
ら
電

話
連
絡
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
固
定
資
産
税
課

６
８
５
８
・
２
１
５

０
、
軽
自
動
車
税
は
市
民
税
課

６
８
５

８
・
２
１
５
３

　
な
お
、
３
月
16
日
以
降
に
申
告
さ
れ
た

確
定
申
告
に
よ
り
税
額
の
変
更
が
あ
り
、

内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
別
途

通
知
し
ま
す
。

問
市
民
税
課

６
８
５
８
・
２
１
３
１

保
険
・
年
金
・
税

保
険
料
算
定
の
た
め
の
所
得
申

告
書
と
減
免
申
請
書
を
送
付

問
保
険
相
談
課

６
８
５
８
・

２
３
０
１

所
得
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
市
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
、
介
護

保
険
被
保
険
者（
１
号
）、
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
が
い
る
世
帯
で
、
所
得
税
や

住
民
税
の
申
告
の
な
い
世
帯
に
所
得
申
告

書
を
送
り
ま
す
。
所
得
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。
保
険
料
は
、
前
年
の
所
得
に

基
づ
き
決
定
し
、
所
得
が
一
定
以
下
の
世
帯

に
は
、
保
険
料
の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
の
減
額
・
減
免
に
は

毎
年
申
請
が
必
要
で
す

　
昨
年
度
、
介
護
保
険
料
の
減
免
を
申
請

し
承
認
さ
れ
た
人
に
、
令
和
６
年
度
の
申

請
書
を
送
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
人
は
同

封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

保
　
　
険

送
し
ま
す
。
特
別
な
理
由
が
な
く
そ
の
後

も
滞
納
が
続
く
場
合
は
、
▽
有
効
期
間
の

短
い
保
険
証
の
交
付
▽
医
療
費
が
い
っ
た

ん
全
額
自
己
負
担
と
な
る
資
格
証
明
書
の

交
付
▽
介
護
保
険
給
付
の
制
限
▽
差
し
押

さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
な
お
、
災
害
や
倒
産
な
ど
、
や
む
を
得

な
い
事
情
で
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
早

め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
相
談
課

６
８
５
８
・
２
３
０
６



く
ら
し
全
般

11

保
険
・
年
金
・
税

10

健
康
・
福
祉

6

ま
ち
づ
く
り
・
環
境
15

募
　
　
集

13

人
権
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
18

施
設
の
催
し

22

す
こ
や
か
ひ
ろ
ば
26

2024.0511

12
月
分
）の
内
容
が
、
市
HP
や
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
監
査
委
員
事
務
局

６
８
５

８
・
２
４
８
４

市
税
口
座
振
替

新
規
申
し
込
み
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

時
５
月
１
日
㈬
～
７
月
31
日
㈬（
市
・
府

民
税
は
８
月
30
日
㈮
ま
で
）　
内
市
・
府

民
税（
普
通
徴
収
）、
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
、
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
付

に
、
新
た
に
口
座
振
替
の
申
し
込
み
を
し

た
人
に
マ
チ
カ
ネ
ポ
イ
ン
ト
を
進
呈（
１

税
目
当
た
り
500
ポ
イ
ン
ト
）　
申
取
扱
金

融
機
関
で
口
座
振
替
加
入
申
し
込
み
後
、

市
HP　
問
税
務
管
理
課

６
８

５
８
・
２
１
７
０

く
ら
し
全
般

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を

一
時
休
止

　
シ
ス
テ
ム
作
業
の
た
め
、
５
月
25
日
㈯

～
29
日
㈬
は
市
・
府
民
税
課
税
証
明
書
の

同
サ
ー
ビ
ス
を
、
５
月
30
日
㈭
・
31
日
㈮

は
全
て
の
証
明
書
の
同
サ
ー
ビ
ス
を
終
日

休
止
し
ま
す
。

問
市
民
課

６
８
５
８
・
２
２
１
１

監
査
委
員
が
監
査
結
果
報
告
書

を
提
出

　
市
の
財
務
・
行
政
事
務
に
つ
い
て
の
定

期
監
査
な
ど（
令
和
５
年
10
月
・
11
月
・

厚
生
労
働
省
の
国
民
生
活
基
礎

調
査
に
ご
協
力
を

　
世
帯
の
構
成
や
所
得
な
ど
に
関
す
る
調

査
を
行
い
ま
す
。
期
間
中
、
市
長
が
委
嘱

し
た
調
査
員
が
調
査
員
証
を
持
っ
て
対
象

地
区
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
調
査
期
間
＝〈
①
世
帯
調
査
〉７
月
下
旬

〈
②
所
得
調
査
〉８
月
中
旬
ま
で　
▼
対
象

地
区
＝
清
風
荘
１
丁
目
12
番
・
15
番
、
新

千
里
東
町
２
丁
目
４
番（
メ
ゾ
ン
千
里
Ｄ

５
棟
）、
服
部
西
町
３
丁
目
４
番
・
５
番　

問
①
保
健
安
全
課

６
１
５
２
・
７
３
０

７
②
福
祉
事
務
所

６
８
５
８

・
３
０
１
９

火
葬
場
の
指
定
管
理
者
を
募
集

▼
指
定
期
間
＝
令
和
７
年
４
月
～
令
和
12

年
３
月　
▼
募
集
要
項
の
公
示
＝
５
月
７

日
㈫
～
６
月
７
日
㈮　
内
市
立
火
葬
場
の

管
理
・
運
営
ほ
か　
対
民
間
事
業
者
な
ど

の
団
体　
申
市
HP
参
照　
問
地

域
共
生
課

６
８
５
８
・
２
２

８
９

消
費
生
活
セ
ミ
ナ
ー

時
５
月
23
日
㈭
13
時
30
分
～
15
時　
所
く

ら
し
か
ん　
内
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
求
め
ら

れ
る
消
費
者
力　
対
30
人　
申
５
月
16
日

㈭
10
時
か
ら
電
話
で
く
ら
し
支
援
課

６

８
５
８
・
５
０
７
３
。
先
着
順

（　）は前月からの増減
 男 ▶186,683人（－468人）   女 ▶211,404人（－138人）
 計 ▶398,087人（－606人）  世帯▶180,569（＋386）人口と世帯数 〈4月1日時点・推計〉

Ｉ
Ｔ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
と

育
成
講
習

時
連
６
月
18
日
㈫
・
20
日
㈭
・
27
日
㈭
、

７
月
２
日
㈫
10
時
～
12
時　
所
エ
キ
ス
タ

と
よ
な
か　
内
地
域
Ｉ
Ｔ
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
活
動
す
る
た
め
の
知
識　
対
パ
ソ
コ
ン

の
基
礎
知
識
が
あ
る
人
、
15
人　
他
詳
細

は
各
公
民
館
や
図
書
館
な
ど
で
配
布
の
応

募
要
項（
市
HP
で
DL
可
）参
照　
申
５
月
24

日
㈮
ま
で
に
市
HP
。
抽
選　
問
デ
ジ
タ
ル

戦
略
課

６
８
５
８
・
２
６
６

９

就
学
援
助
費
の
申
し
込
み

内
学
用
品
・
修
学
旅
行
・
学
校
給
食
な
ど

の
費
用
を
援
助（
学
年
な
ど
に
よ
り
援
助

額
は
異
な
る
）　
対
小
・
中
学
校
、
義
務

教
育
学
校
に
通
う
児
童
・
生
徒
の
保
護
者

（
生
活
保
護
世
帯
な
ど
除
く
）　
他
毎
年
度

申
し
込
み
が
必
要
。
令
和
５
年
分
所
得
を

必
ず
申
告
。
所
得
審
査
あ
り
。
詳
細
は
市

HP
参
照　
申
５
月
30
日
㈭
～
令
和
７
年
２

月
28
日
㈮
に
市
HP　
問
学
務
保

健
課

６
８
５
８
・
２
５
５
３

ニュースニュース

子
育
て
・
教
育

ひ
と
り
親
家
庭

学
習
支
援
教
室（
上
期
）

時
連
５
月
～
９
月
の
土
曜
日（
毎
月
最
終

週
・
祝
日
除
く
）10
時
～
15
時
、
第
４
木

曜
日（
８
月
は
29
日
）16
時
～
20
時（
21
回
）　

所
母
子
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー　
内
自
習
形

式
。
大
学
生
な
ど
の
講
師
に
よ
る
指
導
あ

り　
対
ひ
と
り
親
家
庭
の
中
学
・
高
校

生
、
30
人　
￥
月
２
千
円　
申
同
セ
ン
タ

ー

６
８
５
２
・
５
１
６
０
。
先
着
順
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